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序　　　　　文

チリ国は社会的弱者救済を目的とした社会福祉を重視し、身体障害者福祉制度の改善に向け努

力している。しかしながら全国唯一の国立小児身体障害者リハビリテーション病院であるペド

ロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所（INRPAC）は、施設・医療技術ともに立ち

遅れていた。

このため同国政府はわが国に対し、INRPACの医療面・管理面での運営を向上させることを目

的とした技術協力プロジェクトを要請してきた。

これを受けてJICAは、2000年8月より、｢身体障害者リハビリテーション｣プロジェクトを実施

して来たが、同プロジェクトは、両国関係者の協力により、概ね順調に進捗してきたといえる。

今般、同プロジェクトの終了時評価を行うことを目的として、2005年4月に調査団を派遣し、

チリ国政府および関係機関との間で、プロジェクトの進捗の確認と今後の方向性にかかる協議を

行った。本報告書は、同調査結果を取りまとめたものであり、今後のプロジェクトの展開に、さ

らには類似のプロジェクトに活用されることを願うものである。

ここに、本調査にご協力をいただいた内外関係者の方々に深い謝意を表するとともに、引き続

き一層のご支援をお願いする次第である。

平成17年8月

独立行政法人　国際協力機構

人間開発部

部長　末森　満



略語表

AGCI 国際協力庁

CBR 地域に根ざしたリハビリテーション

FONADIS 国家障害者基金

FONASA 国家保健基金

INRPAC ペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所

MIDEPLAN 国家開発企画省

MINSAL 厚生省

PLANDIS 障害者対策

QOL 生活の質

SSMO 首都圏東部衛生局



１．案件の概要

国名：チリ共和国 案件名：身体障害者リハビリテーション

プロジェクト

分野：障害者支援 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：人間開発部第二グループ社会 協力金額（評価時点）：344,040千円

保障チーム

協力期間 （R/D）：2000.8.1～2005.7.31 先方関係機関：

（延長）： 厚生省（MINSAL）

（F/U）： 首都圏東部衛生局（SSMO）

（E/N）： ペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテー

ション研究所（INRPAC）

国家障害者基金（FONADIS）

日本側協力機関：

国立身体障害者リハビリテーションセンター、

心身障害児総合医療療育センター

大阪府立身体障害者福祉センター

社会福祉法人愛徳福祉会　南大阪療育園

厚生労働省など

他の関連協力：なし

１－１．協力の背景と概要

チリ共和国は、社会的弱者への支援を目的とした社会福祉政策に重点を置き、身体障害者

福祉制度の改善に努力しているが、全国唯一の国立小児身体障害者リハビリテーション病院

であるペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所は施設面・技術面ともに立ち

遅れた状況となっており、改善が必要であった。チリ共和国厚生省は当初2000年をめどに

新リハビリテーション病院の建設を計画し、身体障害者医療の充実を図ろうとしていたが、

チリの国家予算がアジア経済危機の影響で大きな打撃を被ったため、新病院の建設は据え置

きとなった。

その一方で、チリ厚生省は身体障害者医療の充実の重要性から1998年に同病院を国立研

究所に昇格させ、医療サービスとともに教育研究機能も担わせ、より総合的なリハビリテー

ション病院に位置づけた。

このような背景からチリ政府は、将来建設が予定される新病院での活動を念頭に置いた身

評価調査結果要約表
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体障害者リハビリテーション対策を既存施設で展開すべく、同研究所の機能を向上させるこ

とを目的として、プロジェクト方式技術協力を要請してきた。これを受けて、2000年8月1

日より2005年7月31日までの5年間の技術協力プロジェクトが開始された。

１－２　協力内容

（1）上位目標

INRPAC病院利用者の社会参加が推進される。

（2）プロジェクト目標

INRPACのリハビリテーションサービスが改善される（身体―精神－社会的な視点からの系

統的リハビリテーションモデルを開発することによって）。

（3）成果

1）リハビリテーション診断、評価および治療における臨床手技が改善される。

2）リハケアシステムが改善される。

3）地域リハビリテーションシステムが展開される。

4）臨床データベースが開発される。

5）臨床研究が促進される。

6）リハの人材育成能力が改善される。

7）利用者とのコミュニケーションが促進される。

（4）投入（2005年3月31日時点）

日本側：長期専門家派遣：チーフアドバイザー、業務調整、延べ3名

短期専門家派遣：41名

研修員受入： 19名

機材購入： 137,102千円

携行機材： 10,598千円

相手国側：カウンターパート配置：プロジェクトディレクター 56人月

プロジェクトマネージャー 56人月

プロジェクトコーディネーター 56人月

プロジェクト支援 56人月

成果コーディネーター 56人月
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リハチーム 1,849人月

地域リハチーム 392人月

データーベースチーム 176人月

人材育成チーム 728人月

土地・施設提供

ローカルコスト負担：　242百万ペソ（約432千ドル）

２．評価調査団の概要

調査者 総括 ：橋爪　章　　JICA 人間開発部　技術審議役

リハビリテーション医学：長岡　正範　順天堂大学　大学院　医学研究科教授

協力企画： ：高橋　洋平　JICA人間開発部第二グループ社会保障チーム

評価分析 ：南坊　進二 （有）エクシディア　副代表

通訳 ：寺邑　陽子 （財）日本国際協力センター　研修監理員

調査期間 2005年4月9日～2005年4月30日 評価種類：終了時評価

３．評価結果の概要

３－１　実績の確認

プロジェクト目標、成果、活動などに基づき、本プロジェクトの開始から現時点までの実

績、成果および実施プロセスを調査し評価したところ、概ね順調であるが、成果４と成果５が

遅れていることが判明した。成果４についてはプロジェクト期間内に達成する見込みである。

３－２　評価結果の要約

（1）妥当性：

本プロジェクトのプロジェクト目標や上位目標は、チリ国家開発企画省（MIDEPLAN）を

中心に主要省庁が参加して策定された障害者対策（PLANDIS）と整合性がある。また厚生

省は、リハビリの強化を決定すると同時に、リハビリテーションネットワーク(病院や診療

所)の連携に関する技術指導方針を決定している。地域リハビリテーションセンター（CCR）

を中心とした地域リハを展開する戦略がこの方針に反映されており、長期的には全国350の

自治体をカバーすることが期待されている。そして現在8つのCCRが稼動しつつあり、その

中で、INRPACは地域リハビリテーションに対して指導的役割を担うことが期待されてい

る。また、首都圏東部衛生局（SSMO）は8つの重点政策の1つにリハビリテーションを位置

づけており、INRPACは中心的役割を担う機関としてみなされている。 このように、プロ
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ジェクトにおいてはチリの国家保健政策に沿った活動が行われているといえる。

さらに、日本の総合的なリハビリテーション方法を学ぶ経験は、INRPACにとって大変役立

っている。実際に日本の手法がINRPACで展開されていることから、日本の経験がプロジェ

クトにおいて十分活用されていると考えられ、日本の経験の拠り所である日本の保健政策と

も合致した活動が行われているといえる。

以上から、本プロジェクトは、チリの政策やニーズあるいは日本の政策との整合性がある

ことから、妥当性があるといえる。

（2）有効性：

ユーザーの満足度を考慮すると、INRPACのリハビリテーションサービスが改善されると

いうプロジェクト目標の設定は適切であった。これは各成果の指標、患者数の増加からも理

解される。また、すべての成果は目標を達成するために効果的であった。特に現在重要性が

高く厚生省の戦略にもなった地域リハの効果は際立っている。他の成果についても、教育分

野でのPAC病院の地位、またチームの技術的側面の強化や診療システムにおいても、他の私

立のリハビリセンターとは一線を画していて非常に重要である。

（3）効率性：

日本側およびチリ側の投入は、全体としては概ね適切であると思われる。基本的な方針と

しては、日本での研修を先に行い、その後専門家の派遣によってチリでの実習が行われる方

法を採用した。日本での研修でリハビリテーション関連の技術や制度を概観した後にチリで

講義と実技指導が行われることで、効果的な学習の深化が可能となっている。

供与された機材は、患者のニーズを満たすもので、供与目的を達成している。また既存の

機材もカウンターパートの技術の進歩や日本人専門家の指導により効率的に利用されるよう

になった。また、プロジェクト目標に直結する最も重要な分野である成果１、成果２、成果

３が他の成果によりも先行して進められた。プロジェクト目標を達成するための優先順位づ

けは適切であり、全体の効率を上げたと考えられる。

（4）インパクト：

1） 上位目標に対するインパクト

上位目標である「INRPAC病院利用者の社会参加が推進される」に対して、指標である

統合教育への参加割合がすでに77％と目標値の50％を超えていることから、インパクト

はあったといえる。一方、就労リハビリテーションプログラムは緒についたばかりであり、
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今後の推移を見守る必要がある。

2） 国家政策へのインパクト

INRPACの職員が日本の研修や指導を受けた結果、職員の能力が向上し、厚生省の技術

検討委員会に技術的側面で影響を及ぼすようになった。例えば、プロジェクトによるCBR

の導入と推進の経験は、厚生省のリハビリテーションの将来計画に戦略として加えられた。

また同計画実施のための技術的基盤がINRPAC内に確立した点を含め、国家保健政策に重

要な影響を及ぼしている。

3） 地域へのインパクト

地区における地域リハビリテーションシステムの導入、特にペニャロレン区での導入は、

母親グループの結成を促進し、ペニャロレン区のリハビリテーション政策の改善をもたら

している。

4） ターゲットグループへのインパクト

患者への対処方法は、プロジェクト開始前と現在では明らかに異なる。例えば、地域リ

ハビリセンターの開設により、それまで孤立していた個々の介護者のグループ化が可能と

なり、集団での問題共有、互いに助け合いながら患者のリハビリを行うことが可能となっ

た。このことは、彼らのエンパワメントとQOL向上に役に立っている。こうした点からプ

ロジェクトはユーザーニーズを満たすサービスを提供しており、大きなインパクトを与え

ているといえる。

（5）自立発展性

1） 政策面

（1）のとおり、プロジェクト活動はチリの国家保健政策および首都圏東部衛生局

（SSMO）の重点政策と整合性があり、今後の発展が見込まれる。したがって、自立発展

性は高いといえる。

2） 財政面

実際にINRPACが行っているサービスに見合う報酬がなく、この点に関しては、国家保

健基金（FONASA）と協議すべきである。

3） 技術面

INRPACでは、日本での研修や専門家の技術指導から学んだことを基に、カウンターパ

ートが積極的に自らのイニシアティブで、プロジェクトを推進し、成果の普及に努めてい

る。また、チリ唯一のリハビリテーション研究所であるINRPACの評価も高まっているこ

と、個々人の業務実施における自由度が高いことから、カウンターパートは、プロジェク
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トに留まる希望を表明しており技術的な自立発展性はあると考えられる。

３－３　効果発現に貢献した要因

何よりもスタッフの意識が格段に向上したことが挙げられる。日本の協力を通じて、リハ

レベルは格段に向上し、セミナーなどを通じて国内外の他の機関に比べて技術的な先進性を

自覚することにより自信を持てるようになったこと、機材の供与や設備の改修などを通じて

INRPACの設備が向上したことも手伝い、スタッフには明るく前向きな姿勢が生まれてい

る。こうした精神面の貢献は計り知れないものがあり、スタッフが前向きであればあるほど、

患者に対するアプローチも向上し、患者と家族のQOL向上にも貢献していると考えられる。

３－４　問題点および問題を惹起した要因

成果5（臨床研究が促進される）の進捗が評価時点で一番遅れているのは、リハ技術の向

上と患者の治療を優先させるために、戦略的に後回しにしたからである。しかし、研究は少

しずつでも進める必要がある。INRPAC職員が研究のための時間を設け、成果の達成に向け

て努力することが求められる。

３－５　結論

評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）に照らし合わせて、プ

ロジェクトは所期の目標に比して大きな成果をあげたといえる。例えば、国家政策として掲

げられている地域リハビリテーションシステムは、プロジェクトで開発した地域リハビリテ

ーション手法が基盤となっており、同システムにより全国を網羅する構想まであり、INR-

PACはその指導的役割が期待されている。また、リハビリテーションサービスが改善される

という目標は、ユーザー満足度を考慮すると、目標設定は適切で有効性があったといえる。

研修を先に行いその後専門家の派遣を行うという方法により、効率的なインプットが行われ

ていると考えられる。また多くの児童が就学システムに加入し上位目標が一部達成されてい

ることや、INRPACの職員が研修や指導を受けた結果、厚生省の技術検討委員会に影響を及

ぼす技術レベルに達したこと、あるいは地域リハビリテーションシステムの導入による地域

の活性化が図られたことなど、いくつかのインパクトも認められる。INRPACにおけるプロ

ジェクトの活動はチリにおける保健政策と整合性があり、重点政策の1つでもあることから、

今後の持続的な発展が見込まれる。
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３－６　提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）

プロジェクトの成果を確固たるものにするため、以下の点について提言する。

1）関係諸機関は、上位目標であるところの「社会参加の推進」を視野に入れた具体的な

活動計画の策定に着手すること。例えば、社会と障害者の接触機会の拡大プログラム

や就労リハビリテーションプログラムのCBRへの連結について検討すること。

2）関連諸機関は、CBRモデルを確立し維持させるために、INRPACに期待される具体的

な役割を明確にし、それぞれのパイロット地区へのINRPACの投入計画を策定するこ

と。

3）データベースの導入効果を確実にするため、すべての関連INRPAC職員に対し、デー

タ入力に関する研修を行うこと。また、ある程度のデータが蓄積された時点において、

関連INRPAC職員に対し、データ活用に関する研修を行うこと。

4）INRPACは、ごく短時間であっても、症例検討会などの研究関連活動ができるよう、

職員の業務スケジュールを調整すること。

5）INRPACは、日本での研修を修了した職員のフィードバックセミナーの実施を徹底す

ること。

6）INRPACは、新しいサービスなど国家保健基金からの支払い額が定まっていない業務

や、サービス内容に比して支払い額が低い業務について、業務に要するコストを分析

し、改定が検討される際の基礎資料として活用されるよう準備すること。

7）INRPACは、プロジェクト活動を通じて蓄積したノウハウを成人リハビリテーション

のニーズへ応用する可能性について検討すること。また、関連諸機関は、成人リハビ

リテーションのニーズへ対応する機関として、INRPACを位置づけた場合の課題につ

いて検討すること。

8）関連諸機関は、プロジェクトの成果を維持発展させる観点から、INRPACの長期戦略

プランを検討すること。なお、サービスの拡大と充実を伴う長期戦略プランの具体化

のためには、適切なインフラの整備は不可欠である。INRPACの移転新築計画の早期

実現のため、移転のメリットとデメリットを詳細に分析するタスクフォースを組織し、

メリットを拡大しデメリットを縮小できる具体的提案を準備すること。

３－７　教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実

施、運営管理に参考となる事柄）

本プロジェクトからは、以下の点が教訓として挙げられる。
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1）プロジェクトは、国家の障害者政策の策定に貢献した。それは、厚生省担当者と首都

圏東部衛生局担当者ならびにINRPACのコーディネータ間の日常的な情報交換が密に

行われたことによる。

2）プロジェクトによるCBRの展開において、スムーズにモデル形成が可能となった。そ

れは、日本側が投入した専門家の人文社会科学の知識・経験が、コミュニティにおけ

るCBR導入に有効に働いたためである。

3）日本での研修が高い効果を生んだ。それは、研修員が日本側受入機関の評価を積極的

に行い、それに対して的確なフィードバックが行われたためである。これは同時に日

本側受入機関の研修体制の向上にも役立った。

4）新規の職員が配置されても、INRPACのサービスの質が維持された。それは、異なる

職種の専門家の同時派遣による実践活動や日本での研修を通じて、共同作業の有効性

がINRPACスタッフに認識され、チームリハビリテーションが導入・確立されたため

である。

5）患者家族のINRPACのサービスに対する満足度が向上した。それは、リハビリテーシ

ョン技術の改善のみならず、治療方針説明の充実、患者家族との交流機会の拡大、ア

メニティの改善等による。これらは同時に職員の仕事への満足度にも、良い影響を与

えている。

6）INRPACでは、高い品質のサービスが平均して提供されている。それは、マニュアル

作成等のスタッフ間の共同作業を通して、提供しているサービスが標準化され、かつ

自己点検が徹底されたためである。

7）５年目に開催されたボバースアプローチ認定講習会は、通常の技術講習会よりもはる

かに大きな研修効果を生むことができた。それは、専門家派遣と研修員受入を通じた

変化の積み上げによってINRPACスタッフにボバースアプローチのコンセプトを受け

入れる素地が形成されていたからである。

8）INRPACスタッフは、より強い誇りを持って業務に従事している。それは、国内およ

び国際セミナーの実施などを通じて、業務の重要性やINRPACにおける実践の先進性

を自覚する機会が多く与えられたためである。

－viii－
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第１章　終了時評価調査団派遣の経緯

１－１　調査団派遣の背景と目的

チリ国は社会的弱者救済を目的とした社会福祉を重視し、身体障害者福祉制度の改善に向け努

力している。しかしながら全国唯一の国立小児身体障害者リハビリテーション病院であるペド

ロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所（INRPAC）は、施設・医療技術ともに立ち

遅れていたため、同病院の医療面・管理面での運営を向上させることを目的として2000年8月に

技術協力プロジェクトが始められた。

2005年7月に5年間のプロジェクトが終了するにあたり、終了時評価を行うことを目的に日本か

ら調査団が派遣され、チリ側関係者とともに合同評価委員会が結成された。

１－２　調査団の構成（敬称略）

日本側

JICA人間開発部　技術審議役 橋爪　章　（総括）

順天堂大学大学院医学研究科　教授 長岡　正範（リハビリテーション医学）

JICA人間開発部社会保障チーム 高橋　洋平（協力企画）

（有）エクシディア　副代表　 南坊　進二（評価分析）

（財）日本国際協力センター　研修監理員 寺邑　陽子（通訳）

チリ側

首都圏東部衛生局（SSMO）副局長 Dr. Hector Olguin（総括）

国家障害者基金（FONADIS）副局長 Mr.Mauricio Zepeda

厚生省（MINSAL）診療ネットワーク管理顧問 Ms.Soledad Bunger

国際協力庁（AGCI）マルチバイ協力部担当官 Ms.Marcela Quezada

１－３　調査日程

調査期間：平成17年4月9日（土）～4月30日（土）

※評価分析以外の団員は4月16日（土）～4月30日（土）に派遣。

－1－－1－－1－－1－－1－－1－－1－－1－－1－－1－

日付 活動 場所

4月10日（日） 南坊進二コンサルタント　チリ着

4月11日（月） INRPAC表敬 INRPAC
業務日程確認
INRPACに関するプレゼンテーション
評価プロセスの打ち合わせ



－2－－2－－2－－2－－2－－2－－2－－2－

4月12日（火） MINSALとの会議（国際協力室、リハ担当室） INRPAC
成果の進捗状況についての会議
ペニャロレン地区地域リハセンター（CCR）視察 CCR

4月13日（水） ペニャロレン区役所との会議 ペニャロレン区役所
FONADISとの会議 FONADIS

4月14日（木） 地域プロジェクト支援プログラム協力協定署名交換式 MINSAL
チリ側評価委員会（評価グリッド案の発表） INRPAC

4月15日（金） 評価グリッド案の最終案作成 INRPAC
SSMO局長との会議

4月16日（土） 資料整理

4月17日（日） 調査団本体　チリ着

4月18日（月） INRPAC表敬 INRPAC
第1回評価委員会
評価目的、全体日程、評価方法の説明
成果達成状況のプレゼン（1-7）
コンサルタントによる評価進捗状況プレゼン

4月19日（火） INRPAC利用者家族へのインタビュー INRPAC
AGCI表敬・打ち合わせ AGCI会議室
SSMO表敬・打ち合わせ SSMO局長室
専門家からのヒアリング・打ち合わせ INRPAC
ペニャロレン地区CCR訪問 CCR

4月20日（水） MINSAL 大臣表敬・打ち合わせ MINSAL大臣室
第2回評価委員会 INRPAC

4月21日（木） INRPACとの個別会議 MINSAL
MINSALとの個別会議（国際協力室、リハ担当室） INRPAC

4月22日（金） FONADISとの個別会議 FONADIS
ペニャロレン区長との個別会議 ペニャロレン区役所

4月23日（土） 資料整理

4月24日（日） 資料整理

4月25日（月） 第3回評価委員会（評価レポート案の内容協議） INRPAC

4月26日（火） 第4回評価委員会（最終調整、評価レポート署名） INRPAC
合同調整委員会発表資料の作成

4月27日（水） 合同調整委員会開催 MINSAL
ミニッツ署名交換

4月28日（木） チリ発



１－４　主要面談者

チリ側関係者

厚生省（MINSAL）

Pedro García 厚生大臣

Cecilia Villavicencio 公衆衛生厚生次官

Fernándo Muñoz 疾患予防コントロール部長

Ricardo Fabrega ヘルスケアネットワーク管理部長

Jose Miguel Huerta 国際協力室担当官

Soledad Bunger 診療ネットワーク管理顧問

Hernán Soto 疾患予防コントロール部リハビリテーション担当官

国際協力庁（AGCI）

Marcela Quezada マルチバイ協力部担当官

Patricio Pérez 政策企画部担当官

Valeria Matus 水平協力部担当官

首都圏東部衛生局（SSMO）

Andrea Poblete 局長

Héctor Olguín 副局長

国家障害者基金（FONADIS）

Andrea Zondek 局長

Mauricio Zepeda 副局長

Leonardo Rojas 広報部チーフ

ペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所（INRPAC）

Patricia Méndez 院長

Alberto Vargas 副院長

Javier Belmar 事務局長、コミュニケーションコーディネータ

Patricio Nuñez 整形外科チーフ、前院長

Carolina Hernández リハチームチーフ、リハビリテーション医　

Maria Angélica Gutiérrez プロジェクトコーディネータ、言語療法士

－3－－3－－3－－3－－3－－3－－3－－3－



Isabel Soza 臨床研究・人材育成コーディネータ、理学療法士

Carmen García 地域リハコーディネータ、理学療法士

Rodrigo Morales 臨床データベースコーディネータ、言語療法チーフ

Irma Cubillos 栄養管理室チーフ

ペニャロレン区役所

Claudio Orrego 区長

Sergio Said 地域開発部長

Edmundo Antilef 社会管理計画・コントロール主任

Karin Reyes 障害者室主任、ソーシャルワーカー

ペニャロレン区地域リハセンター利用者（CCR）

Edith Espinoza 自助グループリーダー（障害を持った子供の母親）

Genova Alvarez CCRグループリーダー（障害を持った子供の母親）

INRPAC利用者（入院患者の母親）

Olga Rojas ＊二分脊椎の女の子（13歳）の母親

Claudia Villarga ＊脳性麻痺の男の子（3歳）の母親

日本側関係者

在チリ日本国大使館

柴崎二郎 参事官

島尾武文 一等書記官

JICAチリ事務所

江塚利幸 所長

一ノ戸田端子 所員

プロジェクト専門家

武井秀夫 チーフアドバイザー

小川容子 業務調整員

－4－－4－－4－－4－－4－－4－－4－－4－



１－５　終了時評価の方法

１－５－１　評価グリッドの作成

終了時評価は、目指していた目標が達成されたかを検証するものである。したがって、

JICAで定める5項目（妥当性、有効性、有効性、インパクト、自立発展性）に関して、評価

グリッドを作成し、各項目について評価を行った。ここで5項目の視点は次のとおりである。

妥当性：　　プロジェクト目標が、政府の開発目標や、受益者ニーズに合致しているか。

また、上位目標、プロジェクト目標、成果および投入の相互関連性に整合

性がとれているか。

有効性：　　プロジェクトの実施が、受益者や社会に、本当に便益をもたらしているか。

成果およびプロジェクト目標の評価時点での達成状況および将来達成する

見込みがあるか。

効率性：　　プロジェクトの投入と産出の関係において資源が有効に利用されている

か。投入の時期、質、および量が効率的に行われたか。

インパクト：プロジェクトの実施が、長期的に間接的効果、波及効果を生み出している

か。また、意図したもの、意図しなかったものがあるか。

自立発展性：援助の終了後、プロジェクトで発現した効果が持続するか。

制度面、財政的側面、技術的側面において、プロジェクト活動が継続される

か。

基本的には中間時評価に作成されたものをベースとして、終了時に合うように修正したも

のを作成した。また、対象事業の概要は下表のとおりである。

評価用事業概要

－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－

上位目標 INRPAC病院利用者の社会参加が推進される。

プロジェクト目標 INRPACのリハビリテーションサービスが改善される。

成果 （1）リハビリテーション診断、評価および治療における
臨床手技が改善される。

（2）リハケアシステムが改善される。
（3）地域リハビリテーションシステムが展開される。
（4）臨床データベースが開発される。
（5）臨床研究が促進される。
（6）リハの人材育成能力が改善される。
（7）利用者とのコミュニケーションが促進される。



１－５－２　主な調査項目

主な調査項目は、2004年12月13日に作成されたPDM ver 5およびPOに基づき、PDM、実

施プロセス、評価5項目を検証するものであり、以下のとおりである。

・PDMの指標に基づく、プロジェクト目標の達成度

・実施プロセスの状況

・評価グリッドに関する具体的な設問

妥当性：　　開発政策との整合性、受益者ニーズとの合致、開発課題へのアプローチ

の妥当性、日本の援助事業としての妥当性など

有効性：　　目標の設定、達成度、各成果のプロジェクト目標達成への貢献度、目標

達成のための外部条件など

効率性：　　日本側、チリ側双方の投入の量とタイミング、INRPAC内部組織でのコ

ーディネーションなど

インパクト：上位目標達成の見通し、関連政策への影響、受益者の生活の変化、病院

組織／経営への影響など

自立発展性：開発政策との整合性、持続のための組織能力の有無、技術の維持など

１－５－３　データ収集方法

データ収集は、質問票、インタビュー、報告書等資料のレビュー、によった。

質問票は、カウンターパート、専門家、プロジェクト関係者を対象とし、達成度、実施プロ

－6－－6－－6－－6－－6－－6－－6－－6－

投入（調査時点2005年3月） 日本側：長期専門家派遣：チーフアドバイザー、業務調整、
延べ3名
短期専門家派遣：41名
研修員受入：19名
機材購入：137,102千円
携行機材：10,598千円

相手国側：カウンターパート配置：プロジェクトディレクタ
56人月
プロジェクトマネージャー　56人月
プロジェクトコーディネータ　56人月
プロジェクト支援　56人月
成果コーディネータ　56人月
リハチーム　1,849人月
地域リハチーム　392人月
データーベースチーム　176人月
人財育成チーム　728人月

土地・施設提供
ローカルコスト負担：242百万ペソ（約432千ドル）



セスの状況、評価5項目について作成し、回収後分析した。

インタビューは、カウンターパート、専門家、関連機関担当者、受益者を対象とし、カウ

ンターパート、専門家は個別およびグループに対して行った。受益者については、住民の集

いに合わせて聞き取りを行った。

資料のレビューについては、モニタリング報告書、プロジェクト調整会議報告書等終了時

評価の事前資料等を基に、プロジェクト活動の進捗や、実績を確認した。

－7－－7－－7－－7－－7－－7－－7－－7－



第２章　プロジェクトの実施体制と実績

２－１　プロジェクト実施体制

プロジェクトは、ペドロ・アギレ・セルダ国立リハビリテーション研究所（INRPAC）におい

て日本側とチリ側双方の友好的な協力体制の下に実施されている。日本からはチーフアドバイザ

ーおよび業務調整員が長期派遣専門家として常駐し、短期専門家が個別具体的な技術指導のため

に派遣される形をとっている。

チリ側のカウンターパートとしては、SSMO局長が総括責任者となり、INRPAC所長がプロジ

ェクトマネージャーとしてプロジェクト実施の実質的な責任者となっている。成果ごとにコーデ

ィネーターが存在し、INRPACの11部門との調整を行っている。これらのメンバーによりプロジ

ェクト調整チームが結成され、日々の活動の中心をなしている。

プロジェクトの上位にはプロジェクト実施委員会が存在し、上記プロジェクトチームに加え、

チリ側から厚生省リハ担当部門、国際協力室、また日本側からはJICAチリ事務所が参加し、実施

を監理している。さらにプロジェクト実施委員会の上に合同調整委員会が存在する。ここには実

施委員会委員のほかに、チリ側から国家協力庁、日本側から在チリ日本大使館が参加し、運営監

理を行う形をとっている。

２－２　プロジェクト実施プロセス

プロジェクトの運営は、プロジェクト調整チームにより行われている。調整チームはチリ側の

プロジェクトマネージャー、コーディネーター、および成果コーディネーターから成る。この調

整チームと日本側からチーフアドバイザーおよび業務調整員が参加し、日本とチリの合同で、毎

週会議が開催される。ここでプロジェクト活動の進捗、問題点、対策、今後の計画などが確認・

提案される。

プロジェクト実施委員会は、3カ月に1度の頻度で開催される。当初は毎月開催であったが、

SSMO局長を始め全員が毎月そろうことが難しいことから、3カ月に一度の頻度となった。この

委員会の主な目的は、プロジェクト総括責任者であるSSMO局長、JICA、厚生省への報告であ

る。また、進捗の確認および今後の計画が討議、承認される場である。

さらに合同調整委員会が年1回開催される。この委員会の議長は厚生省次官である。委員会に

は、プロジェクト実施委員会の委員に加え、在チリ日本大使館、国家協力庁が参加する。PDM

の変更、各年度の投入計画など、重要な議題が討議、承認される。

プロジェクトの実施は、チリ側6割、日本側4割というようなイニシアティブの割合で進められ

てきた。基本的な戦略として、カウンターパートが日本で研修を受け、7つの成果における基本
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的な考え方、方針を学んだ後、チリにおいて各専門分野に関して日本から派遣された短期専門家

が、技術の具体的な実践方法を指導するという方法がとられてきた。

例えば言語療法の分野においては、短期専門家は、研修生が日本で学んだ基本的な考え方の具

体的な実践方法を指導するために、3週間滞在のうち、午前中は講義、午後に実技指導を行う体

制を2週間続け、最後の1週間は技術の実践に絞って指導を行っている。午前中の講義で学んだこ

とをを午後の実技指導で深化させ、さらに最後には実践を徹底して学習成果の定着を行ってきた。

また実践の際には患者にふれる前にスタッフ同士でシミュレーションを行い、患者側の視点も学

び、実践に生かすというような方式をとっている。さらに日本で技術を学んだ研修員のみならず、

他のスタッフにも普及することを心がけてきた。これらは、プロジェクト成果1（リハ診断、評

価、治療における臨床手技が改善される）、成果5（臨床研究が促進される）、成果6（リハの人材

育成能力が改善される）、成果7（利用者とのコミュニケーションが促進される）につながるもの

である。

また個々の患者の治療およびリハビリテーションの対処方針会議は、プロジェクト開始前は患

者不在で行なわれており、しかも毎回長時間にわたることから、関係者全員がそろわないことが

しばしば起きていた。しかしプロジェクト開始後、短時間で回診も含めて行う方針が採られるよ

うになった。こうしたことは、患者を直に診て担当するスタッフ間で情報共有する点で重要であ

る。さらに、治療方針を決定する際には、治療前に治療方針を患者に伝え、確認することも実施

している。こうしたことは、成果2（リハケアシステムが改善される）、成果6、成果7につながる

ものである。

成果別のアプローチとしては、成果1（リハ診断、評価、治療における臨床手技が改善される）

と成果2（リハケアシステムが改善される）が優先して重点的に進められた。これらはスタッフ

の技術、知識は勿論の事、リハビリに対する姿勢を左右するものであるから、先行する必要があ

ったと考えられる。

成果3（地域リハシステムが展開される）については、1年目、2年目で地域調査が行われ、地

域の問題点、導入にあたっての相互協力の可能性などが分析され、計画立案が行われた。その結

果を受け3年目に本格的な地域リハシステムのモデルが構築されている。

成果4（臨床データーベースの開発）については、1年目から3年目にわたってデータベースの

基盤作りが行われ、短期専門家の指導を受け、パイロット版が作成された。その後４年目にシス

テムが完成したが、まだ利用しにくいものであり、現在も改良を進めている。

成果5（臨床研究の促進）は、3年目の目標として資料室の設置が行われた。資料室は、所期の

目標を超えて利用されている。臨床研究は、治療を優先したために、年度別計画としては緒に就
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いたばかりではあるが、すでに2つの研究を立ち上げている。また研究構想はこれ以外に八つあ

る。

成果6（リハの人材育成能力の改善）については、日本での研修、専門家による指導の結果、

どのように人材育成を行うべきかというプロセス・手法をカウンターパート自身が吸収し、

SSMOの指導も受けつつ改善が進められている。また、成果7（利用者とのコミュニケーション

促進）も、同様に研修・専門家の指導の結果、必要性が明確になり、SSMOの指導のもとで進め

られている。

２－３　投入実績

投入実績をまとめると以下のとおりである。概ね計画通り投入されている。

日本側：長期専門家派遣：チーフアドバイザー、業務調整、延べ3名

短期専門家派遣：41名

研修員受入：19名

機材購入：37,102千円

携行機材：10,598千円

相手国側：カウンターパート配置：プロジェクトディレクタ　56人月

プロジェクトマネージャー　56人月

プロジェクトコーディネータ　56人月

プロジェクト支援　56人月

成果コーディネータ　56人月

リハチーム　1,849人月

地域リハチーム　392人月

データーベースチーム　176人月

人財育成チーム　728人月

土地・施設提供

ローカルコスト負担：242百万ペソ（約432千ドル）

詳細はMinutes添付資料参照のこと

２－４　活動実績

別添ミニッツの活動実績表のとおり、活動計画を概ね達成している。

詳細はMinutes添付資料Plan de Operacion を参照のこと
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２－５　成果達成状況

以下のとおり成果4および成果5以外は概ね成果を達成している。

成果1（リハビリテーション診断、評価および治療における臨床手技が改善される）

指標である評価および診断のための新しい手技は73.9％増加、リハビリテーションの新

手技は43.4％増加、更新されたリハビリテーション手技は50％増加し、いずれも目標以上

となっており、さらに、リハビリテーション手技マニュアルも作成されていることから、

成果は達成されていると判断される。

成果2（リハケアシステムが改善される）

指標である100%最適化された診療サービスのケアフローの文書化、および定期的な更新

状況については、リハビリテーションフローが完成し、その後外来・入院ケアのフローが

充実し2004年１月にマニュアルが完成している。また指標である全リハチーム職員の病棟

回診への参加については、2003年6月には入院患者を対象とする全体会議が毎週開催（義

肢装具士は除いた机上会議）されるようになり、2003年10月からは義肢装具士も含む毎週

の回診を開始した。回診は週3回実施されており、毎回異なる病室を回っている。また半

月に一度病院全体会議を開催している。

入院患者の介護者のリハ計画合意会議への参加については、2003年11月より診察前の介

護者への説明と、診察評価後の介護者への治療方針の説明および承諾確認を開始しており、

2005年3月末までに144名の介護者が参加している。また、入院プログラムマニュアルおよ

び外来診療プログラムマニュアルについては、いずれも修正され、2005年2月に完成して

いる。さらにリハチーム・病院利用者の意見交換会は、2004年12月に実施されて以降、年

2回の実施を計画している。以上から、概ね成果は達成していると考えられる。

成果3（地域リハビリテーションシステムが展開される）

ペニャロレン地域リハビリテーションセンターへの協力は2003年3月から実施され、

INRPAC利用者のうち28名が同センターを利用している。同センターにて基本的なリハビ

リテーションの手技について研修を受けた人数は目標を超える50名で、内20名はペニャロ

レン区の児童の介護者でそのうち18名は資格まで取得している。同センターにおける障害

者自助グループは２つあり、うち1つのグループが法人格を取得し積極的に活動している。

このグループは地域リハビリテーションプロジェクトを2つ提案し、区から承認を得てい

る。また、統合教育のINRPACにおける実施については、2003年8月より小学校入学前のコ

ースと小中学校のコースが開設された。さらに地域リハビリテーション基本介護ガイドブ
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ックは2005年3月に完成している。以上から、概ね成果は達成していると考えられる。

成果4（臨床データベースが開発される）

システムへのアクセスは2000年12月から開始されており、現在はスタッフ全員がアクセ

ス可能な状況である。電子臨床カルテについては、2004年9月にモデルが完了しており、

現在は項目の追加やモデルの変更を実施中である。検索システムは未完成であるが、2005

年6月には完了するものと見込まれている。以上から終了時評価時点では成果が達成され

ていないものの、プロジェクト終了までには達成するものと考えられる。

成果5（臨床研究が促進される）

図書閲覧回数は目標値をはるかに超える月平均124回であり、臨床研究については現在

２つの研究を実施中である。他方、SSMO研究員会へ９案提出することになっているリハ

ビリテーション臨床研究については、計画として８案ある状況だが、提出予定時期は未定

である。よってプロジェクト終了時までに成果が達成されるか不明確な状況であるが、今

後の継続が期待される。

成果6（リハの人材育成能力が改善される）

INRPACで研修教育調整チームが2002年11月に設立され、職員への研修は2001年2月より

実施されている。また院外に対する研修教育は2002年11月より実施しており、SSMO下の

保健医療担当職員や大学生などを対象として研修を継続的に実施中である。よって成果は

概ね達成していると考えられる。

成果7（利用者とのコミュニケーションが促進される）

ウェブサイトへのアクセスは当初の目標を大きく超えている。またインフォメーション

オフィスは2002年10月より活動しており、月報も作成されている。苦情相談に対しては平

均3日で回答しており、病院利用者へのアンケートも「非常によい」及び「よい」という

回答が97％の項目であった。以上のことより、成果７は概ね達成されていると考えられ

る。

２－６　プロジェクト目標達成状況

上記のとおり各成果が成果4および5を除き達成されていることから、総合的にみると、INR-

PACのリハビリテーションサービスが改善されるというプロジェクト目標は、十分達成されてい

るとみなすことができる。特に患者に対する総合的なアプローチは明らかに改善されており、ま
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た地域リハビリテーションシステムの構築が実践されており、身体―精神―社会的な視点からの

系統的リハビリテーションモデルの開発に成功している。

２－７　上位目標達成状況

上位目標であるINRPAC利用者の社会参加の推進については、第一の指標（就学年齢期の病院

利用者の50％が就学システムに加入）を見るかぎり、すでに目標を達成している。また第二の指

標（17歳以上の病院利用者の50％がINRPAC就労リハビリテーションプログラムへ参加）につい

ては、就労リハビリテーションプログラムが2003年より開始され、現在7名が参加しているが、

指標の達成時期は現段階では不明である。
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第３章　評価5項目に照らした評価結果

３－１　評価5項目による評価結果

３－１－１　妥当性

チリでは障害者対策を重要な政策として打ち出すべく、国家開発企画省（MIDEPLAN）

が中心となり、2004年に障害者対策（PLANDIS、2005－2010）が定められた。厚生省、教

育省、労働省、公共事業省、通信運輸省、農業省も計画策定に参加している。厚生省は、リ

ハビリの国家政策を決定すると同時に、リハビリテーションネットワーク(病院や診療所)の

連携に関する技術指導方針を決定している。地域リハビリテーションセンター（CCR）を中

心とした地域リハを展開する戦略がこの方針に反映されており、長期的には全国350の自治

体をカバーすることが期待されている。そして現在8つのCCRが稼動しつつあり、その中で

INRPACは地域リハビリテーションに対して指導的役割を担うことが期待されている。また、

首都圏東部衛生局（SSMO）は8つの重点政策の1つにリハビリテーションを位置付けてお

り、INRPACは中心的役割を担う機関としてみなされている。このように、プロジェクトに

おいてはチリの国家保健政策に沿った活動が行われているといえる。

さらに、日本の総合的なリハビリテーション方法を学ぶ経験は、INRPACにとって大変参

考になっている。実際に日本の手法がINRPACで展開されており、日本の経験が十分活用さ

れていると考えられ、日本の経験の拠り所である日本の保健政策とも合致した活動が行われ

ているといえる。

以上から、本プロジェクトは、チリの政策やニーズおよび日本の政策との整合性があるこ

とから、妥当性はあるといえる。

３－１－２　有効性

ユーザーの満足度を考慮すると、INRPACのリハビリテーションサービスが改善されると

いうプロジェクト目標の設定は適切であった。これは各成果の指標、患者数の増加からも理

解される。また、すべての成果は目標を達成するために効果的であった。特に現在重要性が

高く厚生省の戦略にもなった地域リハの効果は際立っている。他の成果についても、教育分

野でのINRPACの地位、またリハビリテーションチームの技術的側面の強化や診療システム

においても、他の私立のリハビリセンターでは行われていない集中的かつ継続的なケアを実

施しているなど、一線を画していて非常に重要である。

影響を与える外部条件としては、地域リハを受け入れる要因である相互扶助が行われやす

い社会であったことが挙げられる。また、SSMO、厚生省など関連機関の地域リハに対する
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理解も重要な条件である。プロジェクトのチリ側予算が、2001年から2004年にかけて倍増し

たのはこうした理解があったからであると考えられる。

３－１－３　効率性

基本的な方針としては、日本での研修を先に行い、その後専門家の派遣によってチリでの

講義・実習が行われる方法を採用した。日本での研修でリハビリテーション関連の技術や制

度を概観した後にチリで講義と実技指導が行われることで、効果的な学習の深化が可能とな

っている。また、プロジェクト目標に直結する最も重要な分野である成果１、成果２、成果

３が他の成果によりも先行して進められた。プロジェクト目標を達成するための優先順位づ

けは適切であり、全体の効率を上げたと考えられる。

供与された機材は、患者のニーズおよび使用のタイミングに合ったもので、供与目的を達

成している。また、既存の機材もカウンターパートの技術の進歩や日本人専門家の指導によ

り効率的に利用されるようになった。

プロジェクト調整チーム（プロジェクトマネージャー、コーディネーター、各成果のコー

ディネーター）と日本からの長期専門家とで毎週合同会議が開催されており、コーディネー

ションは円滑に行われている。また短期専門家もチリ滞在の際は頻繁にカウンターパートと

接しており、コーディネーションには問題ない。

成果に対する貢献要因としては、プロジェクトの実施、目標達成のためにスタッフの本来

業務が圧迫されかねないという問題が生じた際に、JICAとSSMOの協議の結果、SSMOの予

算措置・人的措置により解決したことが挙げられる。一方、阻害要因としては、電子カルテ、

マニュアル作成などで、経験不足が一因となって、目的を達成するのに必要な期間や活動の

見積もりが不十分であったことが挙げられる。

３－１－４　インパクト

1）上位目標に対するインパクト

上位目標である「INRPAC利用者の社会参加が推進される」に対しては、指標である統

合教育への参加割合がすでに77％と目標値の50％を超えていることから、インパクトはあ

ったといえる。

2）国家政策に対するインパクト

INRPACの職員が日本での研修や専門家による指導を受けた結果、能力が向上し、厚生

省の技術検討委員会に技術的側面で影響を及ぼすようになった。例えば、プロジェクトに

よるCBRの導入と推進の経験は、厚生省のリハビリテーションの将来計画に戦略として加

えられた。また同計画実施のための技術的基盤がINRPAC内に確立した点も重要である。
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3）地域へのインパクト

地区における地域リハビリテーションシステムの導入、特にペニャロレン区での導入は、

母親グループの結成を促進し、ペニャロレン区のリハビリテーション政策の積極的な展開

をもたらしている。

4）ターゲットグループへのインパクト

患者への対処の方法は、プロジェクト前と今では明らかに異なる。例えば、地域リハビ

リセンターの開設により、それまで孤立していた個々の介護者のグループ化が可能となり、

集団での問題共有、互いに助け合いながら患者のリハビリを行うことが可能となった。こ

れらは、彼らのエンパワメントとQOL向上に役に立っている。こうした点からプロジェク

トはユーザーニーズに合致したものを提供しているとみなされ、ターゲットグループの生

活改善に大きなインパクトを与えている。

5）INRPAC自身へのインパクト

プロジェクト実施により、新しいサービスや臨床ユニットが設けられ、職種横断的なチ

ームワークの強化が図られ、組織構造が変化した。2005年度からは、CBR、および職員の

教育と技術の普及をより掘り下げて維持する戦略方針を反映する2つの新ユニットが作ら

れている。

３－１－５　自立発展性

1）政策面

「3－1－1妥当性」に記載のとおり、プロジェクト活動はチリの国家保健政策及び首都圏

東部衛生局（SSMO）の重点政策と整合性があり、自立発展性は高いといえる。

2）財政面

実際にINRPACが行っているサービスに見合う報酬がなく、この点に関しては、国家保

健基金（FONASA）1と協議するべきである。

3）技術面

INRPACでは、日本での研修や専門家の技術指導から学んだことを基に、カウンターパ

ートが自らのイニシアティブで積極的にプロジェクトの推進や成果の普及に努めている。

また、チリ唯一のリハビリテーション研究所であるINRPACの評価も高まっていること、
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1 チリでは、軍政下の1979年に健康保険の一部民営化が実施され、新しい健康保険制度の下では、掛金はすべて加入者

負担となっており、毎月課税対象所得の7％が雇用者により源泉徴収される仕組みとなっている。月収が20万ペソ

（約450米ドル）以上の加入者は民間の健康保険会社（ISAPRE）と国家保健基金（FONASA）のどちらかを選択する
ことができ、ISAPREの加入者は民間の医療施設を、FONASAの加入者は公共医療施設を利用することとなっている。
同制度の問題点としては、一方でISAPREとFONASAへの加入者の比率が約3：7であるのに対し、資金の比率では約
7：3と逆転していることから民間の医療サービスと公的医療サービスの間に大きな差が発生していたため、ラゴス政

権中に幾つかの公的医療サービスの改善が行われた。



個々人の業務実施における自由度が高いことから、カウンターパートはプロジェクトに留

まる希望を表明しており、技術的な自立発展性はあると考えられる。

３－２　結論

以上のように評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）に照らし合わ

せると、プロジェクトは所期の目標に比して大きな成果を挙げたと考えられる。

・国家政策として掲げられている地域リハビリテーションシステムは、プロジェクトで開発し

た地域リハビリテーションの手法が基盤となっている。このシステムにより全国を網羅する

構想もあり、INRPACはその指導的役割を期待されている。これはプロジェクトの妥当性を

示すものである。

・ユーザー満足度を考慮すると、リハビリテーションサービスが改善されるという目標設定は

適切で有効性があったといえる。

・効率性については、本邦研修を先に行い、その後専門家の派遣による指導を行うという方法

が好例として挙げられよう。

・多くの児童が就学システムに参加し上位目標の一部が達成されていることや、INRPACの職

員が研修や指導を受けた結果、厚生省の技術検討委員会に影響を及ぼすようになったこと、

あるいは地域リハビリテーションシステムの導入による地域の活性化などはインパクトがあ

ったことを示すものである。

・INRPACにおけるプロジェクト活動はチリにおける保健政策と整合性があり、重点政策の1つ

でもあることから、今後の持続的な発展が見込まれる。

また、INRPAC関係者が厚生行政の中枢に配置されていることもプラスの要因となっている。

リハビリテーションを推進していたSSMO局長が厚生大臣となり、INRPACの本プロジェクト推

進責任者が厚生省のリハビリテーション担当官に抜擢された。これらの人事異動により、厚生行

政におけるリハビリテーション政策が強化され、地域リハの全国普及政策が急速に進展している。

同時にINRPACへの支援も強化されているため、プロジェクトの自立発展にも寄与すると考えら

れる。

そして、何よりもスタッフの意識が格段に向上したことを評価5項目以外の部分で指摘したい。

日本の協力を通じてINRPACにおけるリハビリテーションのレベルは格段に向上したが、各種セ

ミナーでの発表等を通してその先進性を自覚することにより、スタッフの間にさらに自信が芽生

えたこと、機材の供与や設備の改修などを通じてINRPACの設備が向上したことから、スタッフ

に明るく前向きな姿勢が生まれていると考えられる。こうした精神的面の貢献は計り知れないも
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のがある。スタッフが前向きであればあるほど、患者に対するアプローチも向上し、患者と家族

のQOL向上にも貢献すると考えられる。
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第４章　提言と教訓

４－１　提言

１．プロジェクト関係諸機関（厚生省、首都圏東部衛生局、国家障害者基金、自治体、INR-

PAC、その他の公的および民間機関）は、上位目標であるところの「社会参加の推進」を

視野に入れた具体的な活動計画の策定に着手すること。例えば、社会と障害者の接触機会

の拡大プログラムや就労リハビリテーションプログラムの地域リハビリテーション（CBR）

への連結について検討すること。

２．プロジェクト関連諸機関は、CBRモデルを確立し維持させるためにINRPACに期待される

具体的な役割を明確にし、それぞれのパイロット地区へのINRPACの投入計画を策定する

こと。

３．データベースおよび電子臨床カルテの導入効果を確実にするため、すべての関連INRPAC

職員に対し、データ入力に関する研修を行うこと。また、ある程度のデータが蓄積された

時点において、関連INRPAC職員に対し、データ活用に関する研修を行うこと。

４．INRPACは、日常業務において研究関連活動を促進する方針をとり、できるだけ多くの職

員が症例検討会などの研究関連活動ができるよう、業務スケジュールを調整すること。

５．研修生が日本での研修を修了した際には、INRPACの職員およびチームにフィードバック

セミナーを実施すること。

６．INRPACは、国家保健基金からの支払い額が定まっていない業務や、サービス内容に比し

て支払い額が低い業務について、業務に要するコストを分析し、料金改定や報酬体系の変

更が検討される際の基礎資料として活用されるよう準備すること。

７．INRPACは、プロジェクト活動を通じて蓄積したノウハウの成人リハビリテーションのニ

ーズへの応用可能性について検討すること。また、関連諸機関は、成人リハビリテーショ

ンのニーズへ対応する機関としてINRPACを位置づけた場合の課題について検討すること。

８．関連諸機関は、プロジェクトの成果を維持発展させる観点から、INRPACの長期戦略プラ

ンの検討に参加すること。なお、サービスの拡大と充実を伴う長期戦略プランの具体化の
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ためには、適切なインフラの整備は不可欠である。INRPACの移転新築計画の早期実現の

ため、移転のメリットとデメリットを詳細に分析するタスクフォースを組織し、メリット

を拡大しデメリットを縮小できる具体的提案を準備すること。

４－２　教訓

１．プロジェクトは、国家の障害者政策の策定に貢献した。それは、厚生省担当者と首都圏東

部衛生局担当者ならびにINRPACのコーディネーター間の日常的な情報交換が密に行われ

たことによる。

２．プロジェクトによるCBRの展開において、スムーズにモデル形成が可能となった。それ

は、日本側が投入した専門家の人文社会科学の知識・経験が、コミュニティにおけるCBR

導入に有効に働いたためである。

３．日本での研修が高い効果を生んだ。それは、研修員が日本側受入機関の建設的な評価を積

極的に行い、それに対して的確なフィードバックが行われたためである。これは同時に日

本側受入機関の研修体制の向上にも役立った。

４．異なる職種の専門家の同時派遣による実践活動や日本での研修を通じて、共同作業の有効

性をINRPACスタッフが認識し、共同作業の概念を日常的な実践に導入した。そのことに

よって、新規の職員が配属されたとしても、治療介入の質を維持することができた。

５．患者家族のINRPACのサービスに対する満足度が向上した。それは、リハビリテーション

技術の改善のみならず、患者の立場に立った治療方針説明の充実、患者家族との交流機会

の拡大、アメニティの改善等による。これらは同時に職員の仕事への満足度にもよい影響

を与えている。

６．INRPACでは、高い品質のサービスが一貫して提供されている。それは、マニュアル作成

等のスタッフ間の共同作業を通して、提供しているサービスが標準化され、かつ自己点検

が恒常的に行われるようになったためである。

７．5年目に開催されたボバースアプローチ認定講習会は、通常の技術講習会よりもはるかに

大きな研修効果を生むことができた。それは、専門家派遣と研修員受入を通じた変化の積

み上げによってINRPACスタッフにボバースアプローチのコンセプトを受け入れる素地が

－20－－20－－20－－20－－20－－20－－20－－20－



形成されていたからである。

８．INRPACスタッフは、より強い誇りを持って業務に従事している。それは、国内および国

際セミナーの実施などを通じて、業務の重要性やINRPACにおける実践の先進性を自覚す

る機会が多く与えられたためである。

４－３　団員所感

＜橋爪団長＞

「身体障害者リハビリテーションプロジェクト」は、社会的弱者救済に開発のプライオリ

ティが置かれる段階に達した国に対して実施されるもので、対象となる国も限定されるため、

当該課題についてのわが国のODAの経験は豊富ではない。加えて、比較的長期間の派遣が可

能なわが国のリソースも限られていること、コミュニケーション（語学）上の制約など、プ

ロジェクトの実施条件としては不利な条件が重なっていた。しかしながら、ODA経験は乏し

くとも、当該課題についてのわが国の経験は豊富に蓄積しているので、技術や制度の面にお

いて伝えることができる内容には事欠かず、それがカウンターパートのニーズと合致したこ

とがプロジェクトを成功へと導いている。社会と障害者との接触機会はごく限定的であり、

CBRは緒についたばかりで就労リハビリへの方向性が弱いことなど、わが国の現状と比較す

るとまだまだ改善すべき点は多いが、改善の方向へと加速していることは確実であり、限ら

れたプロジェクト期間（5年間）における目覚しい進展を鑑みると、JICAプロジェクト終了

後も、比較的早期に、モデルと称するに相応しいCBRモデルの確立が期待できよう。

合同評価調査においては、将来の発展を確実にするための道筋として、いくつかの提言を

行った。構築されつつあるデータベースについては、データ入力を徹底するための研修のみ

ならずデータ活用の研修を、充実拡大しつつあるサービスについては、その業務の活動原資

を確保するためのコスト分析を、国のニーズに見合うINRPACの発展のためには、移転新築

計画の具体的検討（メリットとデメリットの詳細分析）を提言した。

本プロジェクトの目標は、あくまでINRPACという1つの国立施設を対象にした、リハビリ

テーションサービスモデルの確立であったが、関係者の視点は、すでに、チリ全土へのモデ

ルの普及へとシフトしつつある。プロジェクトが確立を目指したCBRモデルを他のパイロッ

ト地区へも普及させる方向性が強く示されるなど、プロジェクトは国家の障害者政策へも大

きな影響を与えている。INRPACと、民間の障害児通所施設との性格づけの違いも、プロジ

ェクトの進展とともに明確になり、何より、それがINRPACスタッフの誇りともなってきて

いる。プロジェクトのすべての活動とその成果のそれぞれが、相乗的にスタッフの意識を良

い方向へと向けており、いくつかの成果の達成レベルが不十分であるとはいえ、本プロジェ
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クトは、実質的に成功プロジェクトであったということができよう。

＜長岡団員＞

１．全般的な所見として、5年間の変化は明らかであった。

具体的な変化は、調査団滞在中も、日常業務が大きく滞ることなく行われている。患者

数、病院内で関与しているメンバー（実習生、研修医師など）の数も多くなり活気が見ら

れるようになったなど。

２．プロジェクト成果の各項目について

成果１：リハビリテーション診断、評価および治療における臨床手技の改善

調査団としては、設定された指標が達成されたことで本成果については達成されたと

判断している。その外に具体的に臨床の場でその詳細を確認することができなかったが、

前後での実施手技の比較が可能なリストは別に用意されている。

成果２：リハビリテーションケアシステムの改善

サービスのフローが作成されていること、各部署から回診への参加が徹底されている

こと、リハビリテーションカンファレンスに家族・介護者が参加して合意を形成してい

ること、チーム･リハビリテーション（Interdisciplinary team approach）がとられてい

ることなどが、特筆すべき点であった。

一方、INRPAC内の職員の関係として、院長からトップダウンで指示が行われる体制が

終了し、チーム・アプローチに示されるような相互の意見交換が行いやすい体制に変化し

てきた印象を受けた。

なお、実際にチームの協調関係が有効に行われるようになり、全体の技能がどの程度向

上したかは短期専門家の意見を確認する必要がある。

成果３：地域リハビリテーション

中間評価の際に示された厚生省の提唱する地域医療センター（プライマリー）を活用

してた障害児の発見、リハビリテーション指導、通所サービスの提供といった構想は、

まだ実現していない。一方、ペニャロレン区が地域リハビリテーションセンターを作り、

障害児の母親団体がそこを利用し種々の活動、自主訓練を行うなどの活動が開始されて

いる。区の積極的な関わりも見られた。しかし、地域リハビリテーションとして、INR-

PAC、区、地域リハビリテーションセンター、家族団体、その他の役割に関して、INR-

PACによって作成される予定のレポートはまだ完成しておらず、全体のスキーマはまだ

不明確である。

一般的に、INRPACの患者（特に、ペニャロレン区で活動に参加している）は重症で

あり、自立した活動を恒常的に維持していくためには母親の会が、例えば就労年齢の軽
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症者も加えて作業所を運用するなどの経済的な基盤を持つ必要があると感じた。

成果４：臨床データベース

厚生省の国民番号と基本的情報システムとの結合は実現している。現在検討している

ものはＶersion3に相当するものであり、Version2も入力の煩雑さがあるもののほぼでき

あがっており、協力期間内の完成は可能と考えられる。

成果５：臨床研究

成果６：リハビリテーションの人材育成能力が改善される

対外的な活動として、ちょうど調査団滞在中にPTの教育実習中で、学生がINRPACの

職員の説明を受けている場面を観察した。

成果７：利用者とのコミュニケーション

成果５，６については現行の職員数では今後、継続的にその活動を維持することは容易でな

いと予想される。職員の配置に対する配慮は提言として表現された。

成果１，２に関しては、指標をクリアーする成果を得てはいるものの、今後の継続や一層の

向上のためには、本プロジェクト終了後も何らかの形で短期専門家の関与が必要と予想される。

短期専門家の関与すべき内容として、（1）リハビリテーション技術の向上、（2）地域リハビリ

テーションに関する社会的リハサービス（職能、職業、作業所、授産施設など）、（3）臨床研究、

（4）リハビリテーション施策などが考えられる。

2004年に実施された障害者の全国調査結果が報告された（2005年4月）。その結果、30～64歳

の年齢の障害者が多いことが指摘され、この年齢層に対する公的なリハビリテーション体制が構

築されていないことが問題とされている。そのため、国立の小児リハビリテーション施設である

INRPACに成人リハビリテーションに対する役割が期待されていると考えられる。

一方、現実には成人の四肢切断患の診療と装具製作が行われている。また、脳卒中患者の通

院リハビリテーションの構想が立てられており、しかるべく関係機関へ予算申請予定という説明

を受けている（資料１）。実際には、INRPACの対象患者の年齢制限の撤廃、予算の確保、どのよ

うに専門職の力を小児と成人に振り分けるのか、チリ厚生省の方針がどのように示されるのかな

ど、解決すべき問題が多い。

今回の調査の時点では、この年齢層のリハビリテーションについて明確な方向性が立てられ

ておらず、本評価でも提言にINRPACの役割について今後検討するべきとのみふれる結果となっ

た。調査活動の最後に、成人脳卒中リハビリテーションに関する講義を4月26日に実施した。

以上
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